
番号 意見（要旨） 11/18連絡協議会回答 対応・考え方

1

住民の安心確保の観点か
ら、また自然の野山に戻し
てほしいという、そういっ
た思い、願いがあるという
ことから、そういうことも
モニタリングの目的にして
ほしい。

住民の皆さんの安心確保は重要と
認識しており、引き続き公表をは
じめリスクコミュニケーションを
図っていきたい。
一方、行政代執行により生活環境
保全上の支障等に対処してきた経
緯や税金を使うという特性等を踏
まえると、モニタリングの目的の
中に自然の野山に戻すといったこ
とを位置づけるのは困難。

同左。

2

モニタリングを続けていく
上で、住民の心に寄り添う
という立場、心構えをまず
しっかり書いてほしい。

どう表現するか検討のうえ、次回
協議会で提示する。

モニタリングの実施に当たっての県の姿勢とし
て、
「本事案の発生から対策、現在に至るまでの経緯
を十分認識し、科学的知見に基づき住民の安全を
確保し、もって安心に資する取組となるよう、引
き続き情報公開をはじめ地域住民とリスクコミュ
ニケーションを図りつつ実施する」
ことをモニタリングの位置づけの中に記載。

3

敷地境界ガス調査につい
て、回数を減らすといった
ことは検討してもよいと思
うが、終了するのは不安で
ある。

地中にガスは存在していることな
どからくる不安があると受け止め
ており、揚水等の維持管理により
地表にガスが出るような状況に
なっていないことをしっかり確認
する意味も含め、頻度等は改めて
検討するが、敷地境界ガス調査は
継続する方向で考える。

敷地境界ガス調査については、ガス検知器を用い
て年４回実施することとする。
なお、定期的に行っている目視点検等の際に異臭
を感じるなど普段と異なる状況が確認された際は
随時調査を実施する。

4

見直し後に上流側では調査
しない案となっているが、
H24-7等ひ素が基準超過して
いる地点もあり、バックグ
ラウンドとして引き続き調
査すべきではないか。
また点ではなく面的に評価
するという観点でも考えて
ほしい。

10年以上の長期にわたり年４回調
査を実施し、上流域の水質の変動
の程度も含めて把握できたものと
考えており、終了しても問題ない
と考えている。

これまでの調査結果から地下水位は基本的にH24-
7が最も高く（最上流）、また令和４年から５年
にかけては炭酸系物質がH24-7でまず上昇し、そ
の１年後に下流側のNo.1-1やH24-6(2)等で上昇す
るという時間的なギャップのある変化も見られた
ことから、大きな地下水の動きとしてはこれまで
説明しているとおり南東から北西に向かって流れ
ていることが確認されるが、上流側ではH24-7の
みひ素が環境基準を超過しているように、水質の
各項目はその地点の地質等の影響を受けると考え
られるため面的な評価は難しい。
バックグラウンドとしては、基本的にはこれまで
の調査によるデータの蓄積で十分と考えられる
が、降雨等による地下水環境の変動や下流側で影
響が現れるまでの時間的ギャップを考慮し、ご意
見を踏まえ、観点Ⅳに準じて最上流地点である
H24-7で年１回調査を実施することとする。
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5

K-1井戸では1,4-ジオキサン
も出ているのに調査をやめ
るのか。
水道水源として地下水を利
用しており、下流側で確認
することが一番大切であ
り、完全に調査をやめるの
は不安である。

検出されているから調査を続ける
というものではなく、参考に示し
た土壌汚染対策法でも同様の考え
方だが、環境基準を超える地下水
が流れていない状態にすることが
目標であり、検出の有無ではな
く、環境基準を超えるかどうかが
判断のラインとなる。
1,4-ジオキサンは出ているが、上
流も含めて十分低いところまで下
がり、推移しているので、今後も
環境基準を超えるおそれはなく、
調査を終了しても問題ないと考え
ている。

6

K-1井戸は処分場から600ｍ
離れているにも関わらず
1,4-ジオキサンは処分場の
浸透水よりも倍以上高い。
ほう素もじわじわ上がり、
現在は環境基準に近い値で
検出されている。対策工事
の影響は及んでいないので
はないか。

ほう素を含め各項目の経年変動を
見たうえで調査終了しても問題な
いと考え、案を提示している。先
ほど（５番）のご意見もあるの
で、いったん持ち帰って検討した
い。

7

フロー公害、ストック公害
という言葉があるが、処分
場からの流れ出しがどうか
というフローの部分だけ
チェックするのではなく、
ストックの部分もしっかり
調べる必要があるのではな
いか。

下流についても、上昇傾向にある
ような場合であれば、今後基準を
超えるかもしれないといったこと
は当然考えられるので調査終了と
は考えない。今回、K-1含めて上昇
基調にある有害物質はないという
ところで、今回の案を提示したと
ころ。
先ほど（５番、６番）のご意見に
ついても同様の観点を含む意見と
思うので、いったん持ち帰って検
討したい。

8

浸透水より処分場外の地下
水のほうが有害物質の数値
が高く、対策工事の影響が
出ていないのではないか。
そういう面から検証はした
のか。

場内の浸透水のほうが数字が低い
という点つきましては、場内の有
害物質をしっかり取り、今現在も
進めてる洗い出しがきちんと作用
してることもあるとの捉え方もで
きると考えている。
場外については、有害物調査検討
委員会の場も含めて、これまでご
意見いただいているが、一定の枠
を決めて対策するしかないという
中で、今回は遮水壁や有害物質を
できるだけ取ったりという場内対
策を主眼に置いてやるということ
で、専門家からも意見をいただい
て実施をしてきたところ。場外の
ほうが数字が高いのは、流れて
いったものがまだ流れ切っていな
い、薄まり切っていないというこ
ともあると思う。ただ、そのこと
をもって対策に効果がないという
わけではないと考えている。

クロロエチレン、1,4-ジオキサンおよびほう素の
動向からは、K-1とNo.1の水質の挙動が比較的関
連している可能性が考えられる。

クロロエチレン、1,4-ジオキサンは、No.1で低下
してから概ね１～２年後にK-1でも同水準まで低
下しており、No.1では平成27年度以降、基準超過
なく低下傾向が続いている。
クロロエチレンは一般的に地下水中の移動が速い
とされている物質であり、これまでのデータから
は今後K-1において濃度が上昇する、さらには環
境基準を超過するといったことは考えにくい。

ほう素の挙動については、No.1とK-1の間でクロ
ロエチレン、1,4-ジオキサンのような関係を見出
すことは困難であるが、地下水中のほう素の一般
的な移動距離はクロロエチレンの約４分の１とさ
れていることから、No.1で見られたほう素の影響
が概ね10年後にK-1で観測される可能性を考慮す
る。
K-1のほう素の値は、概ね10年前のNo.1のほう素
の値と比べて一定低い値となっており、今後環境
基準を超過することは考えにくいが、No.1におい
てほう素の環境基準を超過する値が最後に確認さ
れたのは令和２年度であることを踏まえ、令和12
年度頃までは調査を実施することとする。

調査項目および頻度については、観点ⅡおよびⅢ
に準じて扱うこととする。
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